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区 

分 
指 標 

現状 

(2023) 

目標 

(2029) 

目標数値の 

考え方 

備考 

（出典等） 

Ｏ 

虚血性心疾患の受療率 

（入院） 

（人口 10万人対） 

長野県 ５ 

全 国 ９ 

（2020） 

減少 
現状より改善を

目指す 

厚生労働省

「患者調査」 

Ｏ 

虚血性心疾患の受療率 

（外来） 

（人口 10万人対） 

長野県 43 

全 国 42 

（2020） 

減少 
現状より改善を

目指す 

厚生労働省

「患者調査」 

Ｏ 

心疾患の年齢調整死亡

率 

（男性） 

（人口 10万人対） 

長野県 168.6 

全 国 190.1 

（2020） 

現状維持 
全国より低い状

況を維持する 

厚生労働省

「人口動態特

殊報告」 

Ｏ 

心疾患の年齢調整死亡

率 

（女性） 

（人口 10万人対） 

長野県 92.4 

全 国 109.2 

（2020） 

現状維持 
全国より低い状

況を維持する 

厚生労働省

「人口動態特

殊報告」 

Ｏ 

大動脈瘤及び解離の年

齢調整死亡率 

（男性） 

（人口 10万人対） 

長野県 21.0 

全 国 17.3 

（2020） 

減少 
現状より改善を

目指す 

厚生労働省

「人口動態特

殊報告」 

Ｏ 

大動脈瘤及び解離の年

齢調整死亡率 

（女性） 

（人口 10万人対） 

長野県 13.2 

全 国 10.5 

（2020） 

減少 
現状より改善を

目指す 

厚生労働省

「人口動態特

殊報告」 

注）「区分」欄 Ｏ（アウトカム指標）：医療サービスの結果として住民の健康状態や患者の状態を測る指標 

             

  

数値目標 
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１ 県民が心血管疾患についての正しい知識を持ち、生活習慣の改善に取り組んでいる 

（１） 予防・健康づくりの普及啓発 

【現状と課題】 

〇 心血管疾患を含む循環器病の多くは、運動不足、不適切な食生活、喫煙等の生活習慣や肥満等

の健康状態に端を発して発症し、その経過は、生活習慣病の予備群、生活習慣病の発症、重症化・

合併症の発症、生活機能の低下・要介護状態へと進行します。しかし、いずれの段階においても

生活習慣を改善することで進行を抑えられる可能性があります。 

〇 長野県の健康づくり県民運動である「信州 ACE(エース)プロジェクト」は、2014年６月にスタ

ートしました。単に「長生き」を追求するだけでなく、一人ひとりが生涯にわたり尊厳と生きが

いを持ち、その人らしく健やかで幸せに暮らせる「しあわせ健康県」の実現を目指しています。 

〇 県では「信州ACE（エース）プロジェクト」（※第４編第１章参照）の推進の中で、たばこ対策

や運動習慣の定着、食生活改善に向けた取組など幅広く取り組んでいます。 

 

【施策の展開】 

〇 「信州 ACE（エース）プロジェクト」の推進等により県民の健康増進を図ります。 

 

 

区 

分 
指 標 

現状 

(2023) 

目標 

(2029) 

目標数値の 

考え方 

備考 

（出典等） 

Ｏ 

食塩摂取量  

(１人１日当たりの 

平均摂取量、 

20歳以上年齢調整値) 

10.4g 

（2022） 
７g未満 

健康日本 21(第

三次)の指標を参

考 

県民健康・栄

養調査 

Ｏ 

喫煙率 

(20歳以上） 

【再掲】 

男性 
21.5％ 

（2022） 
18％ 

健康日本 21(第

三次)の指標に合

わせ、現在の喫

煙率から禁煙希

望者が禁煙でき

たとした場合の

喫煙率とする 

県民健康・栄

養調査 
女性 

4.5％ 

（2022） 
4％ 

男女計 
13.0％ 

（2022） 
11％ 

Ｐ 

信州 ACE（エース）プ

ロジェクト推進ネット

ワーク登録団体数 

【再掲】 

264団体 265団体以上 
現状より増加と

する 
健康増進課調 

注）「区分」欄 Ｐ（プロセス指標）：実際にサービスを提供する主体の活動や、他機関との連携体制を測る指標 

Ｏ（アウトカム指標）：医療サービスの結果として住民の健康状態や患者の状態を測る指標 

 

Ⅱ 心血管疾患の発症を予防できている 

数値目標 



 

504 

 

２ 県民が自身の健康状態を把握している 

（１） 特定健康診査・特定保健指導の受診啓発 

【現状と課題】 

〇 心血管疾患予防には、発症リスクとなる高血圧等の早期発見、早期治療介入が重要です。 

〇 生活習慣病の予防及び早期発見に資する健康診査・保健指導には、40歳以上75歳未満が対象と

なる特定健康診査・特定保健指導があります。本県における特定健康診査及び特定保健指導実施

率は全国と比べて高く、年々増加していますが、健康日本21（第二次）の目標である「特定健康

診査受診率70％、特定保健指導実施率45％」に達していない状況です。特に、被扶養者は被保険

者と比較すると低い状況であり、医療保険者と連携した取組が必要です。特定健康診査及び特定

保健指導については第４編第１章第７節に記載。 

〇 県では「信州ACE（エース）プロジェクト」の推進の中で、健康診査受診や運動習慣の定着、

食生活改善に向けた取組など幅広く取り組んでいます。（※第４編第１章参照） 

 

【施策の展開】 

〇 「信州ACE（エース）プロジェクト」の推進等により県民の健康増進を図ります。（※第４編第

１章参照）（再掲） 

〇 特定健康診査・特定保健指導の受診率向上等生活習慣病予防に資する普及啓発を行います。ま

た、若い世代や被扶養者、退職者、高齢者等いずれの場合も健康診査を継続して受診し、自身の

健康状態の把握ができるよう保険者、医療機関、健診機関等と連携を図ります。（※第４編第１

章第７節参照）（再掲） 

 

 

 

区 

分 
指 標 

現状 

(2023) 

目標 

(2029) 

目標数値の 

考え方 

備考 

（出典等） 

Ｏ 
特定健康診査実施率 

【再掲】 

61.5％ 

（2021） 
70％ 

医療費適正化に

関する施策につ

いての基本的方

針による 

厚生労働省 

「特定健診・

特定保健指導

の実施状況」 

Ｏ 
特定保健指導実施率 

【再掲】 

34.7％ 

（2021） 
45％ 

医療費適正化に

関する施策につ

いての基本的方

針による 

厚生労働省 

「特定健診・

特定保健指導

の実施状況」 

注）「区分」欄 Ｏ（アウトカム指標）：医療サービスの結果として住民の健康状態や患者の状態を測る指標 

  

数値目標 
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区 

分 
指 標 

現状 

(2023) 

目標 

(2029) 

目標数値の 

考え方 

備考 

（出典等） 

Ｏ 

救急要請（覚知）から

医療機関への収容まで

に要した平均時間 

長野県 40.3 

全 国 42.8 

（2022） 

現状維持 

全国平均よりも

低い数値を維持

する。 

消防庁「救

急・救助の現

状」 

Ｐ 

救急 や心疾患の症状

の必要性に関する普及

啓発活動の実施件数 

１回 継続 

健康ハートの日

に合わせた普及

啓発を継続す

る。 

保健・疾病対

策課調 

Ｐ 

心肺機能停止傷病者

（心肺停止患者）全搬

送人数のうち、一般 

民により除細動が実施

された件数 

32件 

(2021) 
32件以上 

2017年から

2021年までの

最大件数以上を

目指す。 

消防庁「救

急・救助の現

状」 

Ｐ 

心原性心肺機能停止傷

病者に対する一般 民

の応急手当実施率 

68.6 

(2021) 
68.9以上 

2017年から

2021年までの

最大実施率以上

を目指す。 

消防庁「救

急・救助の現

状」 

注）「区分」欄 Ｐ（プロセス指標）：実際にサービスを提供する主体の活動や、他機関との連携体制を測る指標 

Ｏ（アウトカム指標）：医療サービスの結果として住民の健康状態や患者の状態を測る指標 

 

５ 発症後早 に専門的な治療を受けることができている 

（１）心血管疾患の 性 医療に 24 間 365日対応できる体制整備 

 【現状と課題】 

〇 急性心筋梗塞等の急性冠症候群（心臓に血液を供給する冠動脈が血栓等により突然ふさがるこ

とで、心筋が虚血状態になること）に対するカ ー ル治療や、大動脈解離等緊急の外科的治療

が必要な疾患については、対応可能な医療機関が少なく、二次医療圏を越えた搬送が必要となる

場合があります。 

〇 迅 で適切な治療により救 するために、二次あるいは三次医療圏（県全域または４圏域）内

の医療資源（施設・設備、医療人材等）の適正化・集約化、さらに機能分担の明確化が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値目標 
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【現状と課題】 

〇 心血管疾患のリハビリ ー  ンは、合併症や再発予防、早期の在宅復 及び社会復 を目的

に、発症当日から患者の状態に応じた運動療 、食事療 、患者 育等が実施され、退院後も継

続されます。 

〇 喪失機能（心機能）の回復だけでなく、再発予防、リスク管理等の多要素の改善に焦点が当て

られ、患者 育、運動療 、 険因 の管理等を含む疾病管理プログラムとして実施されます。 

〇 心不全の症状である呼吸困難、疲労感、食欲不振、腹部膨満感等は、低栄養や活動量低下の原

因となります。また、低栄養や加齢によりサルコペニアとなり、さらに筋力や身体機能が低下す

る悪循環が起こります。適切な運動介入や栄養介入が必要です。 

〇 本県における心大血管リハビリ ー  ン料（Ⅰ）の届出医療機関数は、25施設であり、木曽

圏域には、届出医療機関がない状況です。また、人口 10万対の医療機関数は 1.22となっており、

全国の 1.17と比べ、やや多くなっています。 

 

【表 11】心大血管リハビリテーション料(I)届出医療機関数（2023年４月） 

全県 

          

佐
久 

上
小 

諏
訪 

上
伊
那 

飯
伊 

木
曽 

松
本 

大
北 

長
野 

北
信 

25 2 1 3 2 3 - 7 1 5 1 

（厚生労働省「診療報酬施設基準」） 

 

〇 本県における2020年の入院心血管リハビリ ー  ンの実施件数（SCR）は、106.6となって

います。 

〇 患者が継続的にリハビリ ー  ンを実施するためには、   の育成や、地域の医療資源を

効率的に用いて、多職種が連携して取り組む体制を構築することが望まれます。 

 

【施策の展 】 

〇 県は関係機関と連携し、病期に応じた適切なリハビリ ー  ンが行われるよう、医療従事者

に対する研修や 育の機会の確保に努めるとともに、必要な二次医療圏相互の連携体制の構築に

向けた 討を進めます。 

 

    

 

区 

分 
指 標 

現状 

(2023) 

目標 

(2029) 

目標数値の 

考え方 

備考 

（出典等） 

Ｓ 

心大血管リハビリ ー

  ン料届出医療機関

数（人口 10万対） 

長野県 1.22 

全 国 1.17 
現状維持 

全国平均以上を

維持する。 

関東信越厚生

局「施設基準

の届出状況」 

注）「区分」欄 Ｓ（ストラクチャー指標）：医療サービスを提供する物的・人的資源及び組織体制等を測る指標 

 

 

数値目標 
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（２）回  の医療機関やリハビリテーション施設との円滑な連携体制の構築 

 【現状と課題】 

〇 急性期の医療機関から、円滑に回復期及び維持期の医療機関・施設に移行するため、各医療機

関がそれぞれの医療機能に応じ、連携して切れ目のない継続的な医療及びリハビリ ー  ンの

提供体制を構築する必要があります。 

〇 心臓血管手術後においては、 常のリハビリ ー  ンに加えて人工呼吸、透析、術部の処置

等特殊性を要する管理が長期にわたって必要となる場合があり、術後出血や不整脈等の合併症へ

の対応も必要となることから、医療施設間や多職種の連携及び適切な情報共有が重要となります。 

〇 患者が継続的にリハビリ ー  ンを実施するためには、   の育成や、地域の医療資源を

含めた社会資源を効率的に用いて、多職種が連携して取り組む体制を構築することが望まれます。 

〇 県では、2023年度に、信州大学医学部附属病院の「脳卒中・心臓病等総合支援センター」と連

携し、県内の心臓病等に関する地域連携の実態把握に着手しました。 

 

【施策の展開】 

〇 介護が必要となる患者に対して適切な医療・介護サービスが提供されるよう、地域包括ケア体

制における医療と介護の連携を推進します。 

〇 県は信州大学医学部附属病院の「脳卒中・心臓病等総合支援センター」と連携し、県内の心血

管疾患に関する地域連携の推進に向け、各二次医療圏における地域連携状況を把握した上で、必

要な支援に取り組みます。 

 

    

 

区 

分 
指 標 

現状 

(2023) 

目標 

(2029) 

目標数値の 

考え方 

備考 

（出典等） 

Ｓ 

心不全緩和ケアトレー

ニングコース受講者数

（人口 10万対） 

長野県 0.391（8名） 

全国 0.869（1,096名） 

（2022） 

増加 
現状以上を目指

す 

日本心不全学

会 

Ｐ 

心血管疾患に関する地

域連携ができている二

次医療圏数 

未把握 把握 把握に努める 
保健・疾病対

策課調 

注）「区分」欄 Ｓ（ストラクチャー指標）：医療サービスを提供する物的・人的資源及び組織体制等を測る指標 

Ｐ（プロセス指標）：実際にサービスを提供する主体の活動や、他機関との連携体制を測る指標 

 

 

 

 

 

数値目標 
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【施策の展開】 

〇 県は関係機関と連携し、かかりつけ医を中心とした継続的なリハビリ ー  ンの重要性を啓

発し、医療従事者を含め県民の知 の向上を図るとともに、外来でリハビリ ー  ンを行う施

設の実態把握と入院医療機関等への情報提供及び連携支援方 について 討を行います。 

〇 県は関係機関と連携し、病期に応じた適切なリハビリ ー  ンが行われるよう、医療従事者

に対する研修や 育の機会の確保に努めるとともに、必要な二次医療圏相互の連携体制の構築に

向けた 討を進めます。（再掲） 

〇 県と関係機関は、再発予防の一環として、医療施設のほか、フィットネス施設等を活用したリ

ハビリ ー  ンの提供について、地域における好事例を紹介する等、その普及を図ります。 

 

 

 

区 

分 
指 標 

現状 

(2023) 

目標 

(2029) 

目標数値の 

考え方 

備考 

（出典等） 

Ｓ 

心大血管リハビリ ー

  ン料届出医療機関

数【再掲】 

長野県 1.22 

全 国 1.17 
現状維持 

全国平均以上を

維持する。 

関東信越厚生

局「施設基準

の届出状況」 

注）「区分」欄 Ｓ（ストラクチャー指標）：医療サービスを提供する物的・人的資源及び組織体制等を測る指標 

 

 

２  心身の緩和ケアを受けることができている 

（１）心血管疾患に対する緩和ケアの実施体制の整備 

【現状と課題】 

〇 〔「Ⅲ 住む場所に関わらず必要な医療を受けることができる」「７ 心身の緩和ケアを受ける

ことができている」（１）心血管疾患に対する緩和ケアの実施体制の整備〕の記載参照。 

 

【施策の展開】 

〇 〔「Ⅲ 住む場所に関わらず必要な医療を受けることができる」「７ 心身の緩和ケアを受ける

ことができている」（１）心血管疾患に対する緩和ケアの実施体制の整備〕の記載参照。 

 

 

（２） 性 および維持 の医療機関や施設、地域の保健医療福祉サービスとの連携体制の構築 

【現状と課題】 

〇 急性期を脱した後の心血管疾患の医療においては、再発・再入院予防が重要です。 

〇 慢性心不全患者は、増悪による再入院を繰り返しながら身体機能が悪化していく悪循環に陥る

ことが特徴であり、高齢者数の増加に伴い患者数の増加も予想されていることから、特に対策が

求められます。 

  

 

 

数値目標 
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区 

分 
指 標 

現状 

(2023) 

目標 

(2029) 

目標数値の 

考え方 

備考 

（出典等） 

Ｓ 

心不全緩和ケアトレー

ニングコース受講者数

【再掲】 

長野県 0.391（8名） 

全国 0.869（1,096名） 

（2022） 

増加 
現状以上を目指

す 

日本心不全学

会 

Ｐ 

心血管疾患に関する地

域連携ができている二

次医療圏数【再掲】 

未把握 把握 把握に努め。 
保健・疾病対

策課調 

注）「区分」欄 Ｓ（ストラクチャー指標）：医療サービスを提供する物的・人的資源及び組織体制等を測る指標 

Ｐ（プロセス指標）：実際にサービスを提供する主体の活動や、他機関との連携体制を測る指標 

 

 

３ 生活機能維持・向上のためのリハビリテーションを受けることができている 

（１）生活機能の維持・向上のためのリハビリテーションが提供される体制の整備 

 【現状と課題】 

〇 〔「１ 身体機能の早期改善のための集中的リハビリ ー  ンを受けることができている」

（１）  医療スタッフによる集中的なリハビリ ー  ンが実施可能な医療機関の整備〕の記

載参照。 

 

【施策の展開】 

〇 〔「１ 身体機能の早期改善のための集中的リハビリ ー  ンを受けることができている」

（１）  医療スタッフによる集中的なリハビリ ー  ンが実施可能な医療機関の整備〕の記

載参照。 

 

 

 

区 

分 
指 標 

現状 

(2023) 

目標 

(2029) 

目標数値の 

考え方 

備考 

（出典等） 

Ｓ 

心大血管リハビリ ー

  ン料届出医療機関

数【再掲】 

長野県 1.22 

全 国 1.17 
現状維持 

全国平均以上を

維持する。 

関東信越厚生

局「施設基準

の届出状況」 

注）「区分」欄 Ｓ（ストラクチャー指標）：医療サービスを提供する物的・人的資源及び組織体制等を測る指標 

 

 

 

数値目標 

数値目標 
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引き」を参考に、更なる関係機関相互の連携が重要となってきています。 

〇 県では、医師、歯科医師、薬剤師、看護師等医療従事者と   、地域包括支援センター、介

護従事者等が連携し、多職種による情報交換を円滑に行うための「医療と介護との連携マニュア

ル」、さらに、入退院時に入院医療機関やかかりつけ医、介護支援  員をはじめとする患者の

療養を支援する関係者との円滑な情報共有を図るため、二次医療圏ごとに「入退院調整ルール」

を策定しています。 

 

【施策の展開】 

〇 施設や在宅で療養する患者の急変時に、患者の意向を尊重した医療が行われるよう、往診や訪

問看護を24 時間体制で実施する医療機関や訪問看護ス ー  ンに従事する人材の育成や体制

の整備及び機能強化を促進します。 

〇 患者情報の共有等により、急変時の対応における医師、訪問看護師、介護事業者、薬局、消防

機関等、関係機関の連携体制の構築を進めます。 

〇 第９期長野県高齢者プランに基づき、引き続き地域包括ケア体制の推進を図ります。 

〇 二次医療圏ごとに策定している「入退院調整ルール」の円滑な運用や見直し、地域包括ケアに

よる行政、医療、介護、地域支援者等関係機関の情報共有の充実を図るため、定期的な 討会を

 催します。 

〇 「医療と介護との連携マニュアル」の 知と活用の促進等により、地域における円滑な情報共

有の仕組みづくりや関係機関相互の連携を支援します。 

 

 

 

区 

分 
指 標 

現状 

(2023) 

目標 

(2029) 

目標数値の 

考え方 

備考 

（出典等） 

Ｓ 
在宅療養支援診療

所・病院数【再掲】 

一般診療所 

264か所 

病院 

38か所 

一般診療所 

274か所以上 

病院 

49か所以上 

2017 年～2023

年の年平均増加

数に相当する増

加を目指す 

関東信越厚生

局「診療報酬

施設基準の届

出受理状況」 

注）「区分」欄 Ｓ（ストラクチャー指標）：医療サービスを提供する物的・人的資源及び組織体制等を測る指標 

 

 

  

数値目標 



 

530 

 

 

 

区 

分 
指 標 

現状 

(2023) 

目標 

(2029) 

目標数値の 

考え方 

備考 

（出典等） 

Ｓ 
両立支援コーディネーター

基 研修の受講者数 

309人 

（累計） 
増加 増加を目指す 

独立行政 人

労働者健康安

全機構 

注）「区分」欄 Ｓ（ストラクチャー指標）：医療サービスを提供する物的・人的資源及び組織体制等を測る指標 

 

 

６ 心身の緩和ケアを受けることができている 

（１）心血管疾患に対する緩和ケアの実施体制の整備 

【現状と課題】 

〇 〔「Ⅲ 住む場所に関わらず必要な医療を受けることができる」「７ 心身の緩和ケアを受ける

ことができている」（１）心血管疾患に対する緩和ケアの実施体制の整備〕の記載参照。 

 

【施策の展開】 

〇 〔「Ⅲ 住む場所に関わらず必要な医療を受けることができる」「７ 心身の緩和ケアを受ける

ことができている」（１）心血管疾患に対する緩和ケアの実施体制の整備〕の記載参照。 

 

（２） 性 および回  の医療機関や施設、地域の保健医療福祉サービスとの連携体制の構築 

 【現状と課題】 

〇 〔「２ 心身の緩和ケアを受けることができている」（２）急性期および維持期の医療機関や施

設、地域の保健医療福祉サービスとの連携体制の構築〕の記載参照。 

 

【施策の展開】 

〇 〔「２ 心身の緩和ケアを受けることができている」（２）急性期および維持期の医療機関や施

設、地域の保健医療福祉サービスとの連携体制の構築〕の記載参照。 

 

 

  

数値目標 
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区 

分 
指 標 

現状 

(2023) 

目標 

(2029) 

目標数値の 

考え方 

備考 

（出典等） 

Ｓ 

心不全緩和ケアトレ

ーニングコース受講

者数【再掲】 

長野県 0.391（8名） 

全国 0.869（1,096名） 

（2022） 

増加 
現状以上を目指

す 

日本心不全学

会 

Ｓ 

心血管疾患に関する

地域連携ができてい

る二次医療圏数【再

掲】 

未把握 把握 把握に努める 
保健・疾病対

策課調 

注）「区分」欄 Ｓ（ストラクチャー指標）：医療サービスを提供する物的・人的資源及び組織体制等を測る指標 

 

７  発や重症化を予防できている 

（１） 発予防の治療や基礎疾患・危険因子の管理、合併症への対応が可能な体制整備 

【現状と課題】 

〇 慢性心不全は、増悪による入退院を繰り返しながら進行していきます。日本循環器学会・日本

心不全学会で作成するガイドラインに沿った薬物療 ・運動療 、自己管理能力を高めるための

患者 育、カウンセリング等の多面的な介入を、多職種によるチームで行うこと等が重要です。 

〇 本県では、心不全の入院患者数は横ばいです。今後、高齢者数の増加に伴い、増加傾向となる

ことが予想されるため、より一層の対策が必要です。 

 

【図 20】長野県の心不全入院患者数の推移 

 
※学術の研究利用目的で日本循環器学会循環器研修・関連施設のみで収集されたデータであるため、 

全県を網羅したものではありません。 

 

 

〇 高齢の心不全患者については、加齢に伴い服用薬剤が増加することもあり、適切な服薬管理が

継続されるよう、かかりつけ薬剤師・薬局を持つことについての 知や、医療機関（薬剤部 ）

とかかりつけ薬局間での連携推進が重要です。長野県病院薬剤師会及び長野県薬剤師会では、地

域における病院薬剤師と薬局薬剤師の連携に活用されるよう、2021 年８月に「入退院時薬薬連

携マニュアル」を策定しています。 
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数値目標 

（日本循環器学会「循環器疾患診療実態調査（JROAD）」） 
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区 

分 
指 標 

現状 

(2023) 

目標 

(2029) 

目標数値の 

考え方 

備考 

（出典等） 

Ｓ 
心不全療養指導 数（人口

10万対） 

長野県 5.37 

全 国 4.12 
増加 増加を目指す 

日本循環器学

会 

Ｓ 

慢性心不全看護認定看護

師及び心不全看護認定看

護師の数（人口 10万対） 

長野県 0.44 

全 国 0.43 

（2023） 

増加 増加を目指す 日本看護協会 

Ｓ 
心臓リハビリ ー  ン

指導 数（人口 10万対） 

長野県 4.69 

全 国 4.52 
増加 増加を目指す 

日本心臓リハ

ビリ ー  

ン学会 

注）「区分」欄 Ｓ（ストラクチャー指標）：医療サービスを提供する物的・人的資源及び組織体制等を測る指標 

 

 

   

  

心不全とは「なんらかの心臓機能障害、すなわち、心臓に器質的および/あるいは機能的

異常が生じて心ポンプ機能の代償機転が破綻した結果、呼吸困難・倦怠感や浮腫が出現し、

それに伴い運動耐容能が低下する臨床症候群」と定義されており、さまざまな循環器疾患の

終末像の一つです。心不全の治療は以前に比べると進歩してきていますが、いまだその予後

は不良で、我が国においても心不全患者の予後は悪性腫瘍と同程度です。こうしたことから、

心不全の予防と治療をさらに強化することの重要性が強く認 されています。 

特に我が国においては、高齢社会の 来により心不全患者数が年々増加してきており、今

後もさらに増加傾向が継続することが予想され、「心不全パンデミック」と呼ばれています。

こうした「心不全パンデミック」の克服には、心不全の病態に関する臨床、基 研究両方面

からの理解の促進と、新規診断・予防・治療 の 発、およびその有効な活用が必要です。

また、増加する高齢者の心不全に対し、発症や重症化予防のために、多職種からなる地域診

療体制の整備も重要です。長野県循環器病対策推進計画でも、「心不全パンデミック」を見据

えた対策を多く盛り込んでいます。 

信州大学医学部循環器内科学 室  授 桑原 宏一郎 

 

 

  

 

数値目標 

心不全パンデミック 
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【施策の展開】 

〇 県は医療や 育、 労等における関係機関と連携し、小児期から配慮が必要な患者の成長・発

達に合わせ、自立に向けた支援を行います。 

〇 医療機関は、重症先天性心疾患の胎児診断率向上に努めます。 

〇 県は、県医師会及び郡 医師会と連携し、再判読事業による学校 診の精度向上に努めるとと

もに、学校心臓 診データのデジタル化について 討を行います。 

〇 県と 育機関は、関係機関と連携し、  性高コレス ロール血症について、小・中学校で実

施されている血液 査の結果から診断・治療につながるよう、適切なフォローアップを推進しま

す。 

〇 移行期医療支援センターは、各地域の医療機関等と連携を図り、必要な移行期医療の体制の実

現に向けた 討を進めます。 

 

 

 

 

区 

分 
指 標 

現状 

(2023) 

目標 

(2029) 

目標数値の 

考え方 

備考 

（出典等） 

Ｓ 

小児循環器  医修

練施設数（人口 10万

対） 

長野県 0.20 

全 国 0.11 
現状維持 現状を維持する 

日本成人先天

性心疾患学会 

Ｓ 
小児循環器  医数

（人口 10万対） 

長野県 0.54 

全 国 0.52 
現状維持 現状を維持する 

日本成人先天

性心疾患学会 

Ｓ 

成人先天性心疾患 

 医総合・連携修練施

設数（人口 10万対） 

長野県 0.10 

全 国 0.08 

（2022） 

現状維持 現状を維持する 
日本小児循環

器学会 

Ｓ 
成人先天性心疾患 

 医数（人口 10万対） 

長野県 0.20 

全 国 0.15 

（2022） 

現状維持 現状を維持する 
日本小児循環

器学会 

注）「区分」欄 Ｓ（ストラクチャー指標）：医療サービスを提供する物的・人的資源及び組織体制等を測る指標 

 

 

 

 

 

数値目標 


